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規制改革推進会議（第15回） 

議事概要 
 

 

１．日時：平成29年４月14日（金）10:00～11:48 

２．場所：４号館12階共用1208会議室 

３．出席者： 

 （委 員）大田弘子議長、金丸恭文議長代理、安念潤司、江田麻季子 

 髙橋滋、原英史、森下竜一、吉田晴乃 

 （政 府）山本大臣、松本副大臣、長坂大臣政務官、 

 西川内閣府事務次官、羽深内閣府審議官、松永内閣審議官 

 （説明者）全国知事会 湯﨑英彦広島県知事 

 全国市長会 荒木慶司事務総長 

 全国町村会 戸田善規兵庫県多可町長 

 全国都道府県議会議長会 門山泰明事務総長 

 全国市議会議長会 井原好英事務総長 

 全国町村議会議長会 江端康二事務総長 

 警察庁交通局 井上剛志局長 

 警察庁交通局 郷治知道運転免許課長 

 （事務局）田和室長、刀禰次長、福島次長、佐藤参事官、佐脇参事官、中沢参事官、 

 西川参事官、渡邉参事官 

４．議題： 

  （開会） 

   １．地方における規制改革について（地方六団体との意見交換） 

   ２．需給の構造変化を踏まえた移動・輸送サービス活性化のための環境整備について 

   ３．規制改革ホットラインについて 

  （閉会） 

５．議事概要: 

○大田議長 おはようございます。「規制改革推進会議」第15回会合を開催させていただ

きます。 

 本日は、飯田委員、古森委員、野坂委員、長谷川委員、林委員、八代委員が御欠席です。 

 山本大臣、松本副大臣、長坂大臣政務官に御出席いただいております。ありがとうござ

います。 

 では、山本大臣、一言御挨拶をお願いいたします。 

○山本大臣 皆さん、おはようございます。お忙しいところ、ありがとうございます。ま

た、毎日のように頑張っていただいて、本当にありがとうございます。 
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 本日は、湯﨑広島県知事、戸田多可町長を初めとする地方六団体の皆様と、地方におけ

る規制改革についての意見交換が行われると伺っております。 

 特に、様式・書式につきましては、手続上の負担の軽減を求める企業からの声が大きい

部分であると思いますので、委員の皆様におかれましては、地方の現場における取組を踏

まえた貴重な御意見もいただきながら、活発な御議論をお願いしたいと思います。 

 また、路線バスなどの地方の移動・輸送を支えていくには、運転手不足の解消は必須で

あり、問題の解決に向けた運転免許制度のあり方の検討を行っていくことが、昨年６月の

規制改革実施計画で決定されました。委員の皆様におかれましては、警察庁の検討状況を

踏まえ、引き続き積極的に御議論いただきますようお願い申し上げます。 

 規制改革推進会議の初めての答申の時期もだんだんと近づいてまいりますが、様々な規

制改革の具体化に大変期待しているところであります。私も担当大臣として、しっかり取

り組んでまいります。よろしくお願いします。ありがとうございます。 

○大田議長 山本大臣、ありがとうございました。 

 それでは、恐縮ですが、報道関係の方はここで御退室をお願いいたします。 

（報道関係者退室） 

○大田議長 それでは、議題１「地方における規制改革について」に入ります。 

 本日は、地方六団体から御意見をお伺いするため、全国知事会より湯﨑英彦広島県知事、

全国市長会より荒木慶司事務総長、全国町村会より戸田善規兵庫県多可町長、全国都道府

県議会議長会より門山泰明事務総長、全国市議会議長会より井原好英事務総長、全国町村

議会議長会より江端康二事務総長にお越しいただいております。ありがとうございます。 

 まず、事務局より資料１をもとに、これまでの経緯について簡単に御説明をお願いしま

す。 

○渡邉参事官 資料１「『地方における規制改革』に関するこれまでの経緯」という資料

でございます。簡単に御説明申し上げます。 

 １．２．にございますように、これまで、平成16年以降でございますけれども、国の規

制のみならず、地方関係の規制も要望を受けた個別の対応について議論をしてまいりまし

て、ごらんいただいているような対応を進めてきてございます。 

 ２ページをお開きいただきますと、一昨年、規制改革会議の第４期以降につきましては、

地方の規制に関する要望も大変多い状況でございまして、ここで参考資料として４ページ

の下の２．の部分をごらんいただきますと、現在におきましても、規制改革ホットライン

に、この地方の、特に今回御議論いただきます様式・書式の関係で多くの要望を引き続き

いただいております。保育所入所に係る証明書の関係、これは現在ワーキング・グループ

で既に御議論いただいておりますけれども、そのほか税の書式の関係、生命保険会社への

照会文書の関係、入札の書類の関係など、多くの御要望をいただいているところでござい

ます。 

 ２ページの（３）に戻りますけれども、このような要望を受けまして、個別の対応だけ
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ではなくて、横串的な対応が必要であろうという御議論をいただきまして、昨年の６月の

規制改革実施計画におきまして、地方における規制改革を推進するための国としての対応

について結論を得るべく、引き続き検討するということが決定されたということでござい

ます。 

 その後、下の３．のところでございますけれども、昨年の９月、規制改革推進会議が発

足いたしまして、10月には、この会議におきまして、地方における規制改革のこれまでの

経緯について事務局から御説明をし、意見交換をいただいたところでございます。その際

に、議長からは、様式・書式に焦点を当てて議論してはどうかという御発言をいただいて

おります。 

 この規制改革推進会議、現行の会議におきましては、行政手続部会の方で、髙橋部会長

のもと、企業の手続コスト削減に向けての御議論をいただいております。そのような観点

から、今回、様式・書式に焦点を当てることとしたということでございます。 

 さらに、その行政手続部会におきましては、先月29日の部会の取りまとめにおきまして

も、政府としての手続簡素化３原則の一つとして、「書式・様式の統一」が盛り込まれて

おりまして、当日の規制改革推進会議に御出席をいただきました安倍総理大臣からも、そ

の徹底について御指示があったということでございます。 

 簡単ではございますが、事務局からは以上でございます。 

○大田議長 ありがとうございます。 

 それでは、ここで地方六団体の皆様から、地方における規制改革を進めるに当たって、

まず様式・書式に関する事項の検討を行うことについてのお考え、それから検討の進め方

についての御意見をお伺いしたいと思います。 

 まず、湯﨑知事、よろしくお願いいたします。 

○湯﨑知事 知事会を代表いたしまして出席の機会をいただきまして、ありがとうござい

ました。 

 本題に入る前に、なぜ私が知事会の代表でいるかということですけれども、恐らく私は

知事になる前に８年ほど通信インフラ事業を経営しておりまして、その前、約１年半、２

年弱ぐらいアメリカでベンチャーキャピタルにおりました。ビジネスをやっていたという

観点から、両方の立場がわかるであろうということで、行ってくれということになったの

かなと思っております。その上で、知事会としてのお話をさせていただければと思います。 

 まず、基本的な立場として、行政コストを引き下げていくということは非常に重要な課

題であろうと我々も思っております。一方で、地方自治、地方分権、これは既に過去話題

にもなっていると思いますけれども、これも非常に重要なことだと思っております。 

 戦後というか、明治以来、基本的に中央集権の中で効率化を上げてきたわけですけれど

も、さまざまな課題に直面する中で、近年は地方自治、地方分権型の国家の構築を目指し

ていくということで進めてきたという背景がございます。そういう意味で、規制改革に当

たっては、そういった歴史的な流れも十分に踏まえていただく必要があろうかと、御配慮
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いただければというところがございます。 

 他方で、冒頭申し上げましたように、経済活動での生産性の向上、あるいはそのための

ICT活用といった観点から、申請・手続を省力化するとか、添付書類を簡素化するといった

事務手続のコスト引き下げは非常に重要であろうと思っております。その方策として、書

式や様式の統一を図るということは有効であろうと考えておりまして、できることから取

り組んでいきたいと思っております。 

 実際に、これまでも国と連携して取り組んで、地方でできる見直しも進めてきました。

例えば、eLTAXといったようなことも進んでおりますし、九州では、県税の様式とか、ある

いは大店法の立地関係の様式等、統一化を図っているという実績もございます。そういう

意味で、しっかりと狙いを定めて取り組めば、進めることができるということであろうと

思います。 

 本県でも、今年度から税務システムの再開発を進めることにしているのですが、他団体

と税のシステムを共通化するということを検討しております。書式・様式の統一化が図ら

れれば、そういったシステムの共通化の可能な範囲が広がるということになりますので、

我々にとってもコスト縮減につながると思っております。 

 それでは、実際に進めていくに当たってどういうことが必要かということですが、まず、

国と地方が連携をして十分協議を重ねて進めていくことが重要だと思っております。とい

うのは、入札制度などもアジェンダとして挙がっておりますけれども、こういったものは

地域の事情を色濃く踏まえたものであるということもございます。そういう観点から、全

ての様式を対象にするというのは、非常に膨大な時間と費用がかかるのかなと。支障が生

じているものを具体的に挙げて、集中的に検討してはどうかと考えております。 

 そのために、事業者の皆様方から具体的な支障事例を示していただきまして、事業者と

国と地方公共団体の間で情報を共有して、統一によるメリットとコスト、それから見直し

方法など、書式や様式について一つ一つ個別に精査をしていく必要があろうと思います。

その際に、地方公共団体の事務であるとか、書式・様式の相当な部分は、国の法令等に基

づくものでもありますので、国としてもアンケート調査などを行っていただいて、具体的

な支障事例を把握できる仕組みなども検討していただいてはどうかと思います。 

 きょうは一応知事会を代表しているわけですが、全ての団体の意向を踏まえたというわ

けでもございませんし、書式・様式というのは形式だろうという議論も多分されていると

思うのですけれども、フォーマットは逆にサブスタンスがあらわれているものであるとい

うこともありますので、いろいろな団体の政策判断の結果、それが様式にあらわれている

というものもございます。 

 例えば、広島県では収入証紙を廃止いたしました。それに伴って、手数料の現金納付が

たくさんあるのですが、それをコンビニ納付できるために６連の納付書をつくりまして、

これは広島県独自の方法なのですけれども、これは県民のサービス向上のためにやってい

ることですが、納付書ですから恐らく統一性の問題ということではないのですけれども、
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例えばそういったサービスの向上のためにとっているものもあったりしますので、では統

一のためにそれをやめるのかというと、それはまた本末転倒の話で、まさに地方自治とか

地方分権の本旨にかかわってくるような話でありますので、そういったことには注意をす

る必要があるということであります。 

 最終的には、そういう観点から、実際に統一書式にするかどうかというのは、各団体が

判断をしなければいけないことだと思いますので、一方的な押しつけにならないようにお

願いをしたいと我々としては思っているところでございます。 

 もう一つは、書式・様式はシステムとも非常に密接にかかわっておりますので、見直し

をするということになりますとシステム変更が伴います。場合によっては、納付関係のも

のとかは指定金融機関のシステム変更も絡んでくるようなものもございます。そういう観

点から、実施のスケジュールであるとか、あるいはシステム変更はかなり莫大になる可能

性もあるので、そういった面での財政面での配慮。地方が何かすると必ず財政支援をとい

うふうに言われると思われるかもしれませんが、我々の台所事情は本当に苦しいところが

ありまして、赤字債も発行できないということもあって、首が回らない状態もありますの

で、ぜひそこは御配慮いただけるとありがたいと思っております。 

 私からは以上でございます。 

○大田議長 ありがとうございました。 

 それでは、荒木全国市長会事務総長、よろしくお願いいたします。 

○荒木事務総長 全国市長会事務総長の荒木でございます。どうぞよろしくお願いします。

私からは、住民に身近な窓口業務等を担っております基礎自治体の立場から発言をさせて

いただきます。 

 最初に、地方分権改革の基本的な考え方について述べさせていただきます。地方分権改

革は、国は本来、国の果たすべき役割を重点的に担い、住民に身近な行政はできるだけ身

近な地方公共団体に委ねるということでございまして、それによって国、地方双方がその

機能を強化できる、これを図ろうとするものでございます。 

 この考え方に立ちまして、これまで国と地方との関係を上下・主従の関係から対等・協

力の関係に転換いたしますとともに、機関委任事務制度の廃止、あるいは義務づけ、枠づ

けの見直しなど、数多くの具体的な取り組みをしてきたところでございます。このための

法改正もこれまで累次行われてまいりました。 

 分権改革を進めていく中で、地方公共団体が地域の特性に応じて条例等を制定している

ことについて、内容が地域ごとに異なることが不適切であるといったことを指摘される方

もおられるようでありますが、これは憲法94条で条例制定権が認められているわけでござ

います。また、地方自治、地方分権の観点から、このような考え方は適当ではないと考え

るものでございます。 

 一方で、書式・様式の課題解決につきましては、国と連携してこれまでも取り組んでき

たところでございまして、現在も厚労省などと就労証明書について協議、調整を行ってい
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るところでございます。引き続き、これら課題の解決につきましては、積極的に協力して

まいりたいと考えております。 

 その際、市町村の条例等を改正する場合には、個別具体的な支障事例を踏まえる必要が

ございますので、具体的な支障事例をお示しいただくことがやはり必要でございます。ま

た、書式・様式の見直しに要しますコストと手続の簡素化によって得られるコスト削減の

効果を比較考量することも大事であると考えます。具体的な支障事例を踏まえて、個別具

体に精査していくことが必要であろうと思います。 

 また、検討を進めるに当たりましては、手順としまして、まず、国・地方で解決すべき

個別具体の支障事例を適切に抽出をいたしまして、これを公開することが最初に必要かと

思います。その上で、事業者が支障を感じている事例について、都道府県、市町村でこれ

らについての情報を共有して取り組んでいく、そういった仕組みをつくることが大事では

ないかと思います。 

 また、都道府県や市町村の事務や書式・様式の相当な部分は国の法令等に基づいている

ものが多いわけでございますので、所管省庁によるアンケートを踏まえるなど、国と地方

で協議を重ねながら具体の素案をつくっていくことが必要と考えます。 

 なお、先ほど知事さんからもございましたが、市町村が様式を実際に変更する場合には、

システム改修等が必要になることが多いわけでございますので、弾力的なスケジュールの

設定がどうしても必要でございます。また、国の財政的な支援の措置もぜひしていただく

ことが必要だろうと思っております。 

 以上でございます。 

○大田議長 ありがとうございました。 

 それでは、全国町村会の戸田町長、よろしくお願いいたします。 

○戸田町長 全国町村会より参りました兵庫県多可町長の戸田でございます。２万2,000

人の規模の町長でございます。本日は、規制改革推進会議におきまして発言の機会をいた

だき、大変感謝をいたしております。 

 今ほど御意見を述べられました湯﨑知事さん、また市長会さんとも一部重複するところ

があるかと思いますけれども、町村の立場から意見を申し述べさせていただきます。 

 私ども町村といたしましては、地域経済を支える民間企業の存在は非常に重要であると

いうことを重々認識しておりますし、できる限り協力をすることにやぶさかではございま

せん。 

 今回の書式の簡素化、様式の統一化につきましては、私ども町村では現在の書式・様式

がどの程度民間企業の事務負担になっているか、その実態をうかがい知ることはできませ

ん。まず、実際にどの程度企業の御負担になっているのか、具体的な支障事例を示してい

ただきつつ、個別事項について明らかにしていただきたいと思うところでございます。 

 その上で、書式の簡素化、様式の統一化について、必要であるとされるならば、まずは

所管省庁のほうから具体的な書式・様式を示していただきたいと思うところでございます。 
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 その際、様式につきましては、全国一律に定めた上で統一する方式も考えられると思い

ますけれども、標準的な様式を定め、例えば人口規模等を勘案していただき、項目を加え

ていく方法もあるのではないかと思います。 

 また、書式の簡素化、様式の統一化を図るには、条例等の改正が必要でございます。そ

こには、さまざまな費用も発生いたします。さらに、簡素化・統一化するならば、電算化

できるような方法が望ましいと思われますが、処理内容によりましては、これまでのシス

テムの改正、新たなシステムの導入など、多額の費用が必要となる可能性もあることから、

これらも重要な課題であるという思いを持ってございます。 

 それから、地方分権改革の観点から申し上げます。実は、私、内閣府の地方分権改革有

識者会議の議員も務めさせていただいております。この委員会の委員の皆さんにおかれま

しても、既に御承知のことかとは思いますけれども、地方分権改革は、住民に身近な行政

は地方公共団体が自主的かつ総合的に広く担い、地域住民がみずからの判断と責任におい

て、地域の諸課題に取り組むことができるようにすることを目的としているものでござい

ます。 

 この改革は、平成５年の衆参両院による地方分権の推進に関する決議に始まりました。

平成７年に発足した地方分権推進委員会の５回にわたります勧告により、第１次地方分権

改革が実現をしたところであります。国と地方の関係が上下・主従の関係から対等・協力

の関係に変わりました。そして、機関委任事務制度の廃止や、国の関与に関する基本的な

ルールが確立したところであります。 

 また、第２次分権改革では、平成19年に発足した地方分権改革推進委員会において、地

方に対する規制緩和や権限移譲を中心に４回にわたる勧告が実施されました。そして、数

多くの個別の事務・権限について、国の義務づけ・枠づけが見直されるとともに、国から

都道府県、都道府県から市町村等へ権限が移譲されました。 

 平成20年の第２次勧告、地方政府の確立に向けた地方の役割と自主性の拡大では、地方

自治体の条例制定権の拡大が必要不可欠であるとの考えにより、法制的な観点から、地方

自治体の自主性を強化し、政策や制度面での問題も含めて、自由度を拡大するとともに、

みずからの責任において行政を展開できる仕組みを構築することが必要であると、このよ

うにされました。 

 今回の議論のテーマであります書式の簡素化、様式の統一化については、各地方自治体

がそれぞれの実情に応じて条例等で定めているものでありますので、これまでの地方分権

改革の流れに配慮いただいて、検討すべきものという理解をしているところでございます。 

 以上、意見を申し述べさせていただきました。ありがとうございました。 

○大田議長 ありがとうございました。 

 それでは、全国都道府県議会議長会より、門山事務総長、お願いします。 

○門山事務総長 全国都道府県議会議長会事務総長の門山でございます。よろしくお願い

いたします。 
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 行政手続の簡素化、IT化と一体的に進めるということにつきましては賛同いたします。

特に、一体的に進めるということが重要だと考えております。その上で２点、意見を申し

上げます。 

 １点目ですが、書式・様式を変更する場合にはシステムの改修に時間と費用がかかると

いうことでございますので、議会としても住民の皆さんに重点分野、優先順位、それを含

めまして説明責任をきちっと果たしていかなければならないと考えております。このため、

財源の問題はもちろんでありますけれども、例えば共通のアプリケーションを開発して提

供していただくといったようなコストの削減につながる具体的な支援、これと財源手当て、

これをお願いしたいと思います。これが１点目でございます。 

 ２点目といたしまして、行政手続のスピードアップが必要なわけでありますけれども、

そのためには行政手続が自治体限りで完結するということが最も有効だと考えられます。

このため、行政事務に係ります既存の制度を見直していただいて、自治体への権限移譲、

あるいは関与の廃止、縮小、これをこの際あわせて強力に推進していただきたいというこ

とが要望でございます。 

 以上です。 

○大田議長 ありがとうございました。 

 それでは、全国市議会議長会より、井原事務総長、よろしくお願いします。 

○井原事務総長 全国市議会議長会事務総長の井原でございます。よろしくお願いいたし

ます。 

 行政事務の電子化・簡素化には、これまでも国と連携・協力しながら取り組んできたと

ころでございますけれども、引き続き努力をしてまいりたいと考えております。 

 しかしながら、地方自治体が書式・様式を変更する場合にはシステム改修にはコストも

要しますことから、具体的な支障事例を示していただきますとともに、地方自治、地方分

権の趣旨を尊重して、地方の意見を踏まえて今後とも進めていくようお願いしたいと思い

ます。 

 以上でございます。 

○大田議長 ありがとうございました。 

 それでは、全国町村議会議長会より江端事務総長、よろしくお願いします。 

○江端事務総長 全国町村議会議長会事務総長を務めております江端でございます。発言

の機会をいただきまして、ありがとうございます。重複する部分はあるかと思いますが、

発言させていただきます。 

 初めに、地方における規制改革を検討するに当たりましては、昨年６月の規制改革実施

計画にありますように、地方分権はしっかり尊重していただきたいと思います。 

 今回の議論となっております書式・様式の課題解決につきましては、国と連携・協力し

つつ、これまでも取り組んできたところでありますので、引き続き協力していきたいと考

えておりますが、その前提として、地方団体の理解と協力を得ながら進める必要がありま
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す。そのため、まずは事業者がどれだけ経済的、時間的に負担があるかなど、詳細かつ具

体的な支障事例をお示しいただきまして、その上で事業者、地方がお互いに共通の理解の

もと、納得できるものから書式・様式の統一を図っていく必要があると考えております。 

 なお、地方団体が実際に書式・様式を変更する場合には、システム改修等を伴いますが、

多くの町村は組織体制、財政基盤が脆弱でありますことから、弾力的なスケジュール設定

と国による確実な財政支援が必要となりますので、この点、よろしくお願いいたします。 

 以上でございます。 

○大田議長 ありがとうございました。 

 それでは、ただいまの御説明に関しまして、意見交換を行いたいと思います。御意見、

御質問をよろしくお願いいたします。 

 松本副大臣。 

○松本副大臣 まず、私から一言申し上げたいと思います。 

 湯﨑知事、戸田町長を初めといたしまして、地方六団体の皆様には御出席をいただきま

して､まことにありがとうございます。私からも感謝を申し上げたいと思います。 

 私、昨年の８月から規制改革担当の副大臣をやっているのですけれども、地方における

規制改革、また様式・書式の課題を何とか前に進めてまいりたいということを考えており

ました。 

 一方で、山本大臣もそうでありますけれども、私は地方分権担当の副大臣もやらせてい

ただいているところでありまして、そういう意味では地方分権を尊重する必要性というも

のも十分に認識しているつもりであります。 

 そういう意味におきましては、地方分権の趣旨に反さない、同時にできる限り国のほう

でいろいろなお手伝いをさせていただくことによって、むしろ各地方における事務負担の

軽減というものをしっかりと図っていって、本来の地方自治の趣旨に合うところに、でき

る限り注力をしていただくということも私どもの提案の前提として考えていることだとい

うことも、ぜひそのあたりの考え方は御理解をいただきたいと思っております。 

 また、本会議をやるに当たりまして、私は全国知事会長の山田京都府知事ともお話をさ

せていただいて御理解を求めたところであります。先ほど来、お話が出ておりますように、

山田知事会長からも、分権の歴史的な経緯というものはやはりきちんと踏まえた上で議論

を進めてほしいということを大変強くおっしゃっていただいたところであり、私自身もそ

のことに対して大変思いを同じくしているところでもあります。 

 そういう意味におきましては、六団体の皆様方からきょういろいろお話を聞かせていた

だいて、今回の課題に関しましては前向きなことをお述べいただいたと思っております。

ただ、それをやるに当たっては、歴史的な経緯、また今の六団体が置かれている状況とい

うものも十分に踏まえるようにというような御趣旨のお話がそれぞれあったのではないか

と思っております。 

 いろいろと困難な課題もあると思いますけれども、同じ思いを向いている仲間としてと
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いうか、どっちが上とか下ではなくて、そうした仲間として、ぜひこの改革を前に進めて

いくためにこれからも御尽力をいただければと思っておりますので、どうぞよろしくお願

いいたします。 

○大田議長 副大臣、ありがとうございました。 

 それでは、森下委員。 

○森下委員 ありがとうございました。 

 委員の中で多分私が唯一地方在住ではないかと思いますけれども、大阪が地方かどうか

は微妙な問題がありますけれども、地方自治は非常に重要だと思いますし、地方の特性と

いうものは大変重要だと思いまして、きょう六団体からのお話を聞いて、改めてその重要

性については非常に感じたところがあります。 

 この問題の本質の一つとしては、国の側、各省庁の側がもうちょっと丁寧に、法律をつ

くった時点で模範となるような書式、シートなりをちゃんと提示すれば、実はかなり避け

られるのではないか。地方六団体として、実際に法律ができて、自分たちで全部考えろと

言われたら、それはある意味ばらばらになるのは当たり前ですし、大変御苦労もかかるで

しょうし、費用もかかる。むしろ、先ほど少しお話がありましたように、最初の段階で国

が共通のアプリケーションのソフトをつくるとか、あるいは共通のシートをつくるところ

まで盛り込んでやれば、恐らくそれをひな形として、それぞれの自治体の単位に応じて追

加をすればいい。それは非常にわかりやすいですし、やりやすいお話なのだろうと思いま

す。 

 こうしたことをこれから先やっていけば、恐らく、先ほど来システムの改修費がかかる

と出ましたけれども、そういうところも避けることができるでしょうし、地方自治も、副

大臣が言われたように、そのお金をどこかよそへ振り分けることができれば、さらに進む

ということだろうと思いますので、国が何をするかが私は非常に重要だと思うのです。 

 そうした観点で湯﨑知事と戸田町長にお伺いしたいのは、国がこういうことをすれば、

今お話があるような共通化が進んで、かつ地方の負担が減るという御提案があれば、ぜひ

お聞きしたいと思うのですが、いかがでしょうか。 

○大田議長 では、湯﨑知事、よろしくお願いします。 

○湯﨑知事 にわかに、全体としてこうすればというのがすぐに私もお答え申し上げられ

ないのですけれども、御指摘のように、本当に形式的な部分については一定のひな形とい

うものがあれば、それは効率化に資するものだと思いますし、そもそも手続がそういうふ

うにシステム的な部分を含めて形成されていれば、これも随分楽になると思います。 

 他方で、特に既存のものを検討するに当たっては、それが本当に形式なのか、サブスタ

ンスなのかということをかなり詳細に見きわめる必要があると思います。逆に言うと、国

がそういったひな形等をつくる場合にも、サブスタンスにかかわることなのか、それとも

純粋に形式なのかということをしっかりと見きわめてつくる必要があって、そうでなけれ

ば、例えばこれは市町村が決定権限があるとか、都道府県が決定権限があるというものを、
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事実上全て縛ってしまうということにもなりかねないということもありますので、そうい

う配慮をしながら進めば、それは御指摘のようなことはあろうかと思います。 

○大田議長 ありがとうございます。 

 では、戸田町長、お願いいたします。 

○戸田町長 先ほど、松本副大臣のご発言にもありましたが、地方自治体にとっても事務

の簡素化につながるという観点での書式の統一ということについては、これはぜひ一緒に

進めていきたいと思うところでございます。 

 それと、国が何をするかという部分でありますけれども、先ほど申し上げましたように、

例えば保育所の入所という部分での各種証明書ということが書いてありますけれども、こ

れなども基本のフォームは統一ができると思います。町村の場合は、人口規模も面積規模

も違います。それから、保育につきましては、特に保育の環境、保育所の数等が受けられ

るような状況の町と、全く受けられない環境の町とによって把握をする情報が全然違って

きます。そうしますと、やはり独自様式というのをつけざるを得ないということがありま

す。したがいまして、保育のこの関係の入所基準の部分については、両様で走らざるを得

ないのかなと。基本の部分を国につくっていただいて、あと地方で補塡するという形の書

類のあり方が考えられると思います。 

 それと、入札でありますとか、ほかの部分もありますけれども、今まで御指摘いただい

てきた、議論をされてきた部分の中では統一フォームをそのまま使っている様式も実はご

ざいます。その辺も、もっと普遍的にほかの自治体も共通して統一フォームにしていくこ

とが可能な部分は、かなりあるような気がいたします。 

 あとは、やはり条例制定権はこちらにありますし、フォームはその地域にあったものも

ございます。例えば入札の関係ですと、大手の企業は小さな自治体までには進出をしてこ

られません。そういう部分もありますので、こちらの独自形式だけでいいのかなという部

分もございます。その辺、対応はばらばらですので、国がどこまでというのはちょっと言

いにくいですけれども、分担というのをうまくやっていくことが必要なのかなという思い

は持ってございます。 

○大田議長 ありがとうございます。 

 それでは、吉田委員。 

○吉田委員 皆様、本日はいいお話を聞かせていただいて、どうもありがとうございまし

た。私もこの話を聞かせていただいて、今、イギリスの企業に勤めているのですけれども、

そうだよな、イギリスもこういう同じ轍を踏んできたのだなというのを思い出したわけで

す。 

 電子化政府の中では、イギリスはランキングで世界で一番と言われているのですね。で

も、10年以上の長い月日を経てここまでやってきたわけですけれども、そこで皆さんがお

っしゃるように、本当に中央政府のリーダーシップというのが大きかったわけです。中央

政府を中心にしてｅガバメントというクラウドのプラットフォームを使って、まずここで
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これだけセーブできて、これだけ楽になったというのを見せて、当然、地方分権はイギリ

スもありますので、皆さんにぜひお使いいただいたらどうですかというサポートシステム

までくっつけて提案をして、皆さんにエンドースしていただいて、仲間をふやしていった

という長い歴史を経て、これは結構うまくいっているのだろうなと思うわけです。 

 その中で私も学びましたのは、実は紙の様式は、いいITのプラットフォームができると

余り関係ないのだなと。先ほどサブスタンスと形式の問題と、本当にまさにそのとおりで、

そこに必要なサブスタンス、要はデータがインプットさえされていれば、それをちゃんと

抽出してビッグデータをつくるというクラウド環境というのができるわけですね。そうい

う世界にだんだん向いていくのだと思うのです。その中でインターフェースがどうのと、

例えばここに名前を書いてあって、この次の行では名字はいけなくてと、そんなことはど

うでもよくて、ｅプラットフォームというのは、ちゃんとしたデータが入っていれば、そ

れをデータ上でちゃんと抽出できて、一回皆さんインプットすればもう二度とやらなくて

いいという世界ができ上がるわけですね。 

 こういった方向に徐々に持っていくように、真ん中のリーダーシップでちゃんとしたア

プリケーションをつくり、みんな共有のｅガバメントのプラットフォームをつくりという

ことで、サポート体制も提供してやっていくという、こういう海外の事例を我々は参考に

していったらいいのではないかと思うのです。 

 １つだけ、イギリスでやったことで非常に重要なプリンシパルだと思っていたのは、中

央政府のほうからずっとずっと言い続けたビジョンというのがあったのです。それは、様

式を共有する、統一することが目的ではないと。正しいデータをみんなでインプットして

いただいて、ビッグデータをつくって、そして次の新しい産業、第４次産業革命と言われ

る、ここに新しい産業構築のためのいいデータをみんなでプールをしていきましょうとい

うような経済成長に向けたビジョンというのが発信されていて、それに皆さん御協力くだ

さいねみたいな、このリーダーシップ、このビジョンのために皆さん賛同くださいねみた

いなものというのはこれから日本が必要というか、ぜひ我々も参考にしていかなければい

けないものではないかと思います。 

 済みません。勝手な意見みたいなことになってしまったのですが、お話、ありがとうご

ざいました。 

○大田議長 ありがとうございます。 

 では、髙橋委員、お願いします。 

○髙橋委員 松本副大臣の御発言と若干重なるかもしれません。私のほうからも、規制改

革推進会議が作業を進めるに当たりまして、地方団体の皆様方の御協力と御理解をお願い

したいという観点から発言させていただきたいと思います。 

 規制改革推進会議全体として、書式の統一というのを進めるということになっておりま

すが、私の担当する行政手続部会におきましても、行政手続コストを20％、全体として削

減するという方向から、現在、取り組みを進めているわけでございます。 
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 その中で、事業者目線に立った改革ということで、事業者団体の方々からのアンケート

とかヒアリングなどを実施いたしました。その中で、書式・様式の不統一というのが一つ

の大きな事業活動の展開についての支障になっているという声が色濃く出てきたというこ

とがございます。 

 例えば、経済同友会からは入札、契約の手続についての不統一の問題であるとか、全国

商工会連合会からは法人設立届出書の様式の統一化であるとか、こういう課題が出てまい

りました。 

 そういう意味で、私ども行政手続部会におきましても、コスト削減の３原則の一つとし

て書式・様式の統一という原則を掲げまして、現在、各省に取り組みをお願いしていると

いうところでございます。 

 全体会議としてはそういう形で取り組むわけでございますが、規制改革に当たっては地

方分権も非常に重要だということは、私どもも認識をしておりまして、そういう意味では、

私どもの行政手続部会の決定におきましても、コスト削減を各省庁が進めるに当たっては、

地方の理解と協力をお願いしながら進めていただきたい、ということを特に明記して各省

にお願いしているところでございます。 

 結局のところ、一つ一つの事業者ニーズを把握して、課題を実践的に進めていくという

ことになろうかと思いますが、全体として横串を通して進めていく中で、ぜひ一つ一つの

テーマについて御協力いただきますよう、地方公共団体の皆様方にお願いしたいと思いま

す。よろしくお願いいたします。 

○大田議長 ありがとうございます。 

 では、江田委員、お願いします。 

○江田委員 本日、ありがとうございました。大変勉強になりました。地方自治、地方分

権の立場から、企業にとっても負担が軽減されて、地方自治体にとっても効率のいいサー

ビスの提供、この両立を目指していきたいと。それが大切なのだということを実感いたし

ました。 

 企業の立場から申し上げますと、現在、生産性の向上という意味からですと、この様式

が不ぞろいなことによって社内での負担は非常に大きいものになっております。 

 一つの例でございますけれども、保育所入所に対する就労証明書に関しましては、微妙

な書式の違い、社員がいろいろなところに住んでおりますので、境界線に住んでいる社員

などは幾つかの様式を持ってきて、それに合わせて私ども企業が記入する形になっており

ます。その中で、先ほどお話にありますが、ある程度のひな形が共通項目であれば、かな

り生産性の向上につながると期待をしております。 

 一つここで皆様に御質問なのですけれども、例えば担当省庁が所管しているものがない

もの、例えば入札参加資格に関しましては担当省庁がないという理解でございますけれど

も、そういった場合、国がリーダーシップを発していくときに、どのような形でひな形と

いうか、そういったものをつくっていけばよろしいのでしょうか。何かアイデアがあれば
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教えていただきたく思います。 

○大田議長 どなたからでも。所管省庁がはっきりしないものですね。むしろ横断的なも

のになると思いますが、では、湯﨑知事。 

○湯﨑知事 それはやはり規制改革会議の事務局、内閣府になるのかなと思いますけれど

も、そこで取りまとめていただくということかなと思います。 

 これは、ただ単にひな形をつくるということではなくて、先ほども申し上げたような、

なぜ違うのかということをきちんと把握をするという作業も必要なのですね。 

 そういう観点からは、各手続について各省庁がというのももちろんあるかもしれません

けれども、そこだけに任せていたら、私はかなり難しい部分もあるのではないかと思うの

ですね。内閣府のほうでしっかりとグリップをしていただくというか、取りまとめをいた

だく必要は、いずれにしてもあるのではないかなと思います。 

○大田議長 ありがとうございます。よろしいですか。 

 今まで幾つか委員から意見やお願いが出されましたが、何か六団体の皆様からございま

すでしょうか。 

 湯﨑知事。 

○湯﨑知事 少し共通した課題として挙げていたと思いますけれども、この作業は我々も

生産性向上という意味では意味があるものだと思っておりますが、そこを実現するまでの

ハードルといいますか、作業の負担というのは相当なものに、先ほど申し上げたように、

かなり細かく見ていかないとあれですし、それぞれ議論があり得ることだと思うのですね。

そういう意味で、かなり負担があるのだと思います。それを乗り越えていこうということ

だと思います。 

 例えば、地方が財政的余裕があるのではないかといったような誤った言説が流れている

ようなところもありますが、例えば広島県ですと、6,600人ぐらいいた職員が今4,500人ぐ

らいになっています。一方で、国はどんどん法律をつくります。法律をつくると、最近は

どういうふうに書かれているかというと、地方自治との関係で、都道府県は何とかできる

と書いてあるのです。あるいは、市町村は何とかできると。例えば何とか計画をつくりな

さい、生物多様性保護計画をつくりなさい、都道府県はつくることができるとなっている

のですけれども、実情は予算措置とセットになっていて、そういうものをつくらないとい

けない。事務をやらないといけない。でも、そういう事務をやるための人員等がきちんと

需要として計上されているかというと、そうではないという状況があります。何が言いた

いかというと、マンパワー的にも財政的にも厳しいということがあるのです。 

 ですから、そこは本当に申しわけありませんけれども、十分御配慮をいただきたいと思

っております。 

○大田議長 ありがとうございます。 

 よろしいでしょうか。 

 きょうはありがとうございました。今までの皆さんから御意見を踏まえて、今後、この
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ような進め方をしてはどうかということで申し上げます。 

 まず、地方の様式・書式に関する事項についてましての議論は、今後とも地方自治体の

皆様方と十分に連携しながら進めていきたいと思います。 

 今後の進め方ですが、一律に全ての様式・書式を対象とするのではなくて、当面、経済

活動に影響し、かつ複数自治体との手続に係るものに対象を絞って進めてはどうかと考え

ます。その際、検討対象は事業者のニーズを踏まえて選定することとしたいと思います。 

 ３番目、改善の方策につきましては、幾つかの手法が考えられます。国の法令により統

一ですとか、国から地方への技術的助言によるひな形の提示とか、あるいは地方側の連携

によるひな形等の作成など、幾つかの手法が考えられますが、これまで御意見が出ており

ますように、それぞれの事項の実態によって異なります。湯﨑知事から出されましたよう

に、純粋に形式的なものであるのか、サブスタンスにかかわるものであるのかということ

によっても違いますし、戸田町長から出されましたように、人口規模によってかなり状況

が違うようなものもあります。したがって、それぞれの事項の実態に応じて、地方自治体

の皆様方と連携して検討していきたいと存じます。 

 こういったことで今後進めてまいりたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

 では、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。きょうは、御遠方から本当にありが

とうございました。 

（地方六団体退室） 

（警察庁入室） 

○大田議長 それでは、議題２「需給の構造変化に踏まえた移動・輸送サービス活性化の

ための環境整備について」に進みます。 

 第10回会議におきましてみちのりホールディングス様から御提案があった二種免許受験

資格の要件緩和について、関係省庁の御見解と今後の対応方針をお伺いいたします。 

 本日は警察庁交通局より井上剛志局長、郷治知道運転免許課長にお越しいただいており

ます。ありがとうございます。 

 それでは、警察庁より資料２に基づきまして御説明をお願いいたします。 

○井上交通局長 警察庁交通局長の井上でございます。 

 それでは、事前にいただきました質問事項と今後の対応方針についていただいた論点に

沿って御説明を申し上げます。 

 資料２「警察庁説明資料」に基づいて御説明を申し上げます。 

 まず、事前の質問事項としていただきました二種免許の受験資格として21歳が要件とさ

れているが、その理由如何について御説明をいたします。 

 現行制度上、第二種免許制度が設けられて受験資格が厳格となっている趣旨は、資料１

のとおりでございます。また、資料２のとおり、大型第二種免許の運転免許試験及び指定

自動車教習所における教習の項目は大型トラックを運転できる大型第一種免許と比べても

さらに基準が厳しく、また、乗客の安全への配意等が求められるものとなっております。 
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 運転者に求められるものとして、身体適性、技能及び知識に係る現行の試験では測れな

い運転に影響する個人の資質があると考えられることから、これを年齢要件等で担保して

おります。 

 第二種免許の21歳以上の厳格な年齢要件が設けられたのは、当時の交通事故発生状況や

他国における旅客自動車の運転者に係る年齢要件などの国際的な情勢を踏まえたものであ

ります。 

 資料３でございます。このような厳格な制度にもかかわりませず、資料３をごらんいた

だきますと、事業用バスの死亡事故は減少傾向にはなく、近年の事故防止対策の効果が十

分に及んでいるとは言えない状況であります。 

 次に論点１として示されました警察庁は運転経験が同じ場合の事故率は年齢が高い者ほ

ど低くなる傾向にあると主張されているがその因果関係について説明されたいという御指

摘、及び論点２として示されました加齢による精神的・肉体的成長、規範意識の定着、思

慮分別の具備など、現行の試験では測れない運転に影響する個人の資質があり、年齢要件

で担保しているこのような資質を適切に評価する方法が現時点では見当たらないことから、

二種免許に年齢要件があるのか、また、科学的根拠はあるのかについて御説明いたします。 

 資料４－１をごらんください。これは普通自動車を運転できる免許を取得した者の１万

人当たりの交通事故の過失が多い方である第１当事者としての事故件数を運転経験年数

別・年齢別に比較したものでございます。ここで言う運転経験年数とは運転免許取得後の

経過年数のことでございますが、この運転経験年数が同じ場合の事故率は、いずれの区分

においても年齢が高い者ほど低くなる傾向があることがわかります。 

 資料４－２をごらんいただきたいと存じます。これは特定の属性の運転者が同じ走行距

離を運転した場合に、どの程度交通事故を起こすかといった指標をあらわすものでござい

ます。これも資料４－１と同様、年齢が高い者ほど値が低くなる傾向となっており、これ

らを踏まえますと、運転者に求められるものとして、年齢要件は身体適性、技能及び知識

に係る現行の試験では測れない運転に影響する個人の資質を担保していると考えられると

ころでございます。 

 なお、この資料４－２の分子に当たります年齢別・運転経験年数別の１当事故件数、分

母に当たります２当無過失事故件数は、いずれも自己保有車両であるかどうかを問わず、

運転者の年齢等別に計上されるものでありますことから、資料４－２のこの値が自家用自

動車の保有率に影響されるものではないと考えているところでございます。 

 次に、資料５をごらんいただきたいと思います。この表にございますとおり、旅客自動

車の運転者の資質を担保するために21歳という年齢要件を設ける制度は諸外国においても

採用されているところでございます。 

 さらに、年齢と成熟性に係る科学的根拠について、ここ10年ほどの間に明らかになって

きたとされる脳科学の知見について御説明をいたします。資料６をごらんいただきたいと

存じます。脳には、大脳辺縁系と言われる部位があり、欲求や衝動をつかさどり発動させ
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る働きをしており、この部分は10歳ごろの第二次性徴のあらわれと同時に急激に活動が強

まります。他方、前頭前野という部位は、欲求や衝動を制御する働きや自動車の運転など

のマルチタスクを行う際、集中すべき情報や対象に意識を向け、不必要な情報や対象を遮

断する働きをする部位でございまして、10歳ごろから25歳ごろにかけて大脳辺縁系と比べ

ゆっくりと発達いたします。前頭前野の発達により大脳辺縁系の働きが徐々に抑えられて

いきますが、前頭前野が未発達の場合、衝動的、短絡的な行動をとることが多くなり、ま

た、マルチタスクをうまく行えない傾向にあります。旅客自動車の運転に関しては、マル

チタスクの度合いが上がることから、旅客とのやりとり等に過剰に反応してしまい、また、

先急ぎなどの欲求を制御できなくなることが想定されるところでございます。 

 この資料の右下のモデル図をごらんいただきますとわかるとおり、前頭前野による制御

が大脳辺縁系と比べ優位となるのは21歳ごろとされておりまして、世界の青少年期の脳発

達領域を研究する専門家の共通認識となっているとお聞きをしております。こうした脳の

発達状況が、先ほど御説明をいたしました資料４－２のような事故の傾向に影響を与えて

いると見られると、当庁がお話をお伺いした複数の青少年期の脳発達領域を研究する専門

家の方が見ておられます。 

 なお、事前に御指摘のございました選挙権年齢と免許の年齢要件との関係でございます

が、免許の年齢要件は道路交通の安全を確保する観点から設けられているものでございま

して、道路交通法とは目的の異なる公職選挙法上の年齢要件を比較の対象とすることは適

切でないと考えておりますし、現に、多くの諸外国においても選挙権年齢と旅客自動車を

運転するための免許の年齢要件は異なっているところでございます。 

 次に、論点３の旅客運送事業者が実施する運転実技を含む１年間の研修を受けた19歳の

者と一種免許取得後３年間運転経験のない21歳の者、どちらが二種免許の受験資格を有す

るにふさわしいかという御指摘について御説明いたします。 

 年齢につきましては、資料にございますとおり、運転経験が同じ場合の事故率は年齢が

高い者ほど低くなる傾向にございます。現行の試験では測れない運転に影響する個人の資

質を担保するため、年齢要件を設けていること、また、先ほど御説明をいたしました前頭

前野の機能を個別具体に評価したり、訓練等により高めることのできる手法に目途がつい

ていないことから、年齢要件を満たさない19歳の者に第二種免許の受験資格を認めること

は適当でないと考えているところでございます。 

 なお、みちのりホールディングスからの御提案にありましたような乗り合いバスに限定

するということを検討するといたしましても、資料７をごらんいただきますと、乗り合い

バスの死亡事故の推移も減少傾向にはないということ、資料８をごらんいただきますと、

乗り合いバスが多く走る一般道路は、一般的に高速道路に比べて事故率が高いことなどか

らわかるように、必ずしもより高い安全の確保が期待できるものではないと考えておりま

す。 

 最後に論点４としてお示しいただいた受験資格の要件緩和の検討体制には、旅客運送事
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業者、国土交通省を含めるべきだと思うがどうかという御指摘につきまして、今後の対応

方針を含めて御説明をいたします。 

 資料９をごらんいただきたいと存じます。昨年の規制改革実施計画におきまして、普通

第二種免許の受験資格の緩和について検討することとされており、当庁も鋭意取り組みを

進めておりますが、大型第二種免許についても、普通第二種免許の検討状況を踏まえ検討

を進めてまいりたいと考えております。具体的には、年齢要件につきましては年齢要件で

担保している資質を個別具体に評価したり、訓練で高めることのできる手法に目途がつい

ていないことから引き下げることは難しいと考えております。 

 一方で、旅客自動車の運転については、今後衝突被害軽減ブレーキ等の先進安全技術の

普及に伴い、年齢要件を緩和しても現在の安全水準を維持できるというエビデンスが得ら

れる可能性も否定できないことなどから、規制改革実施計画においては、普通第二種免許

の年齢要件について、結論を得る時期を明示しない検討とされております。このことと同

様、大型第二種免許についても結論を得る時期を明示することはできませんが、鋭意検討

を行ってまいりたいと考えておるところでございます。 

 経験年数要件につきましては、資料10にございますとおり、大型第二種免許についても

普通第二種免許よりも厳格ではございますが、運転者教育によって経験年数要件が緩和さ

れる特例制度が既に設けられておりますことに鑑み、普通第二種免許に係る検討状況等を

踏まえた検討を行ってまいりたいと考えておるところでございます。 

 なお、大型第二種免許の受験資格の検討に当たりましては、普通第二種免許に係る検討

状況に加えまして、昨年15人もの方が亡くなった長野県軽井沢町における大型貸し切りバ

ス転落事故を受けた国民感情や、事業所管官庁やバス事業者などによる安全性の向上に向

けた諸対策の実施状況、事業所管官庁や事業者による人手不足の要因に対する取り組み結

果などを踏まえる必要があると考えているところでございまして、国土交通省、関係事業

者等とも連携しつつ、今後検討を進めてまいりたいと考えているところでございます。 

 当庁からの御説明は以上でございます。 

○大田議長 ありがとうございました。 

 それでは、ただいまの御説明に関しまして、御意見、御質問をお願いいたします。 

 江田委員、お願いします。 

○江田委員 御説明ありがとうございました。 

 具体的な質問になりますけれども、資料４－２のグラフを今、拝見したのですが、その

データに関しての質問で、４－２に関しては、保有している人をベースにして実際に事故

を経験した年齢のドライバーが分子になっているという理解でよろしいでしょうか。 

○井上交通局長 お答えいたします。 

 保有というのは、運転免許の保有という御質問でございましょうか。 

○江田委員 自動車の保有です。 

○井上交通局長 自動車の保有に関しましては、この交通事故の統計は、その車が自家用
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車であるか、営業用車両であるか、またレンタカーであるか、他人保有の車両であるかと

いうことを問わず、その事故を起こした者の属性、年齢でございますとか、運転免許取得

後の経過年数に基づいて計上しているものでございまして、この事故を起こしたデータの

中には全ての車両が含まれておるということでございます。分母にも分子にも全ての車で

起きた事故が含まれておりますので、車両を自己保有されている場合は当然運転する機会

が、たまにレンタカーを借りる方よりは多いかもしれませんが、それは資料４－２に関し

て申し上げますと、稼働量と書いてございますが、分母となるものが大きければ事故も起

こる可能性が多いということで、この分子、分母で割った資料４－２の値は自己保有車両

であるか否かによって影響を受けるものではないと考えております。 

○江田委員 まだはっきりとしていないのですけれども、例えば私の質問のベースにある

のは、若い方で最近車を持たれない方が多いかなと思うのですが、例えばレンタカーを利

用していても、利用者がこの年齢であればその中での事故率という考え方でよろしいので

すか。 

○井上交通局長 レンタカーを使用している場合の事故もこの中には含まれてまいります。 

○江田委員 その場合は18歳の方が運転しているレンタカーの中での事故率ということに

なりますか。 

○井上交通局長 レンタカーといいますか、この資料４－２の中で例えば一番上の運転経

験年数１年未満の18歳のところが5.27というグラフになっておりますが、この中にはレン

タカーを運転していて起こった事故も自己保有の車両を運転して起こった事故も全て含ま

れておるものでございます。 

○大田議長 よろしいですか。 

 吉田委員、どうぞ。 

○吉田委員 ありがとうございました。興味深いお話を伺ったと思っています。 

 実はこの前私はタクシーに乗ったらすごく若い方が運転手をしていらして、こういう若

い方などはIT人材に欲しいぐらいで、人材不足というのは至るところなのですね。今回は

運転手さんが今、そういう人材がないので、こういう若い方にも引き下げてパイを広げよ

うという御発想でこういったお話になっているのだと思うのですけれども、逆におっしゃ

っている統計などで、若いといろいろ事故も多いということであるとすると、専門家の御

意見から、この辺の年代を訴求したらどうですかと。少子で高齢化なわけですね。でも、

若い方に目をつけるのではなくて、この年代だったら結構安全だし、判断力もあるしと。

例えば、そういう逆のカウンタープロポーザルはございますか。 

 私なども実はちょっと賛成で、そういった脳の活発な時期に、記憶力もいいときに、こ

ういうものはもっと頭を使うIT人材などに回したいわと、私は自分のことばかり考えて、

うちの会社に欲しいわなどと思ってその運転手さんなどともお話ししたりしたのです。逆

に運転向きと言うとあれなのですけれども、安全運転ができる、こういう年代に訴求した

り、こういう人材を訴求したらどうですかみたいなものがあるといいヒントになるのでは
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ないかと思うのですけれども、もしありましたらお願いします。 

○井上交通局長 資料４－１や４－２は運転免許の取得要件に関する議論ですので29歳ま

でのデータをお示ししてございますが、このようなデータではもう少し上のほうまで伸ば

した場合にどのような傾向になるのかをざっくりでございますが、御説明申し上げますと、

30代、40代はもっとこの事故率が低くなる傾向がございます。ただ、一方では昨年の11月

に安倍総理の御指示をいただきまして、高齢運転者による交通事故対策をさまざま検討す

るようにという御指示もいただきましたが、60代、70代、80代となっていきますと、それ

がまた上がってくるというようなことでございます。70代ぐらいになりますと、もう20代

と同じか場合によってはそれ以上事故が多くなるというような傾向がございます。交通事

故をどのくらいの頻度で起こしやすいかという観点から申し上げますと30代、40代のほう

がこういった資料でお示しした20代の方より一般的には事故を起こしにくいということが

言えようかと思います。 

○吉田委員 ただ、その30代、40代というのは働き盛りの真っ盛りで、そこはタッチでき

ないのですね。そうすると、ちょうどリタイアした65歳から70歳、今、70歳以上はとおっ

しゃったので、そこの穴を見て65歳から70歳ぐらいは結構安全とか、何かそういうものが

あるのではないかと思ったのです。だから、その辺のところをもうちょっとリサーチして

いただくと、65歳から70歳、でも、実はこの人たちは居眠り運転が多いから、ここはこう

いうICTを入れてカバーしましょうとか、何かソリューションがあるような気がするので

す。そういったものも含めて、全体像の中で人材が足りないのはエブリウエアなので、こ

ういうものに向いている年代と、その事故の原因を調べて例えば居眠り運転が多いのだと

したらこういったICTを入れてモニターしましょうなのか、何かもう少しいろいろな探し

方があるのではないかと思った次第でございます。そこまで研究を深めていただく時間が

ありますと大変助かります。 

○井上交通局長 冒頭の御説明でも申し上げましたように、安全に関わる自動車技術の進

展というのは本当に急ピッチでさまざまに進んでおります。そういった動向にも関心を払

いながら考えていかないといけないと考えておりますし、さまざまな分野での人手不足が

あるという声はお聞きもしておりますし、タクシー業界などにおいても大卒のタクシード

ライバーを積極的に採用していこうという取り組みもされておられるところだとお聞きし

ております。そういった意味で、冒頭御説明申し上げましたとおり、年齢要件の緩和は現

時点では難しいというのが私どもの考え方でございますが、少しでも人手不足の緩和につ

ながればというようなことも含めまして、経験年数要件の緩和については今後検討してま

いりたいと御説明を申し上げたところでございます。 

○大田議長 では、森下委員、髙橋委員の順で、お願いします。 

○森下委員 私は逆に高齢ドライバーが心配なほうで、先日も本当に死ぬのではないかと

タクシーに乗って思ったときがありましたけれども、やはり高齢者の方がふえてきて、実

際の運転手の中でもかなりふえてきている。これは危険なのもありますが、さらに高齢化
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が進むと、高齢者の方の運転ドライバーも減るので、人手不足の問題というのは非常に急

務だろうとは思うのです。 

 その中で、結論の中で資料６のところが出てきたのは、私は違和感があって、私は専門

は医者でしかも脳科学の分野なので、もとの論文を読ませてもらいましたけれども、これ

はあくまでも犯罪と年齢の話であって、パニッシュメント、いわゆる罰をどう考えるかと

いう論文で、ここで引用されるのは趣旨が違うのではないか。アメリカでも私は免許を取

りましたけれども、向こうの免許制度も非常に異なっていて、車を持ち込んでそのまま試

験を受けて、いわゆる日本のような研修を受けない。全くシステムも違うので、この論文

をもとにこの資料６を作成するのは無理があるのではないかと。 

 ただ、一般論としておっしゃるように前頭前野の発達と大脳辺縁系領域とのずれという

ものはもちろんありますけれども、これも脳年齢の機能自体も時代とともに変化していま

すし、マルチタスクに本当に自動車が入るのかどうかというのも、これもいろいろ異論が

あるのだろうと思うので、この資料６をもってして年齢を説明するのは、私は無理がある

かなと。むしろ別の資料からちゃんと説明されたほうが、私としては納得感があるかなと

思います。 

 いずれにしろ、この運転の話に関しては年齢だけではなくて習熟度、いわゆるテクニッ

クの問題も非常に大きいですし、社会的な環境に対してどのように認識するか、まさにそ

うした罪に対する意識というものをこの引かれている論文は書いているのですけれども、

この辺も国ごとによって違いますので、日本の実情に応じてこれは議論する必要があるだ

ろうと。その中で、先ほど言いましたように人手不足、特に高齢者の方と比較すればどち

らが安全かという観点も考えていかないと、せっかくオリンピックが来て、今回410円に下

げて、非常にいろいろに交通環境が乗りやすいようになっている中で、運転する人がいな

いというのだったら意味がありませんので、そうした観点で、比較的な話も考えていく必

要があるのだろうと。絶対的な観点だけで言うとこれは解決ができないのだろうと思うの

で、その辺はぜひ柔軟に考えていただきたいと思います。 

○大田議長 髙橋委員、お願いします。 

○髙橋委員 きょうは余り発言するつもりはなかったのです。資料４－１と４－２の表を

見せていただいたので、ついつい発言したくなりました。こういう表を見るときに、年齢

で出しておられますけれども、年齢以外のさまざまな要因が実は事故率に反映していると

いうことは結構あります。例えば資料４－１だと、ペーパードライバーの率が問題です。

若い方がすぐ取るということは仕事に要るので取られている、ところが、年齢の高い方は

比較的ペーパーになる率が高いのではないかという話などですね。さらに言うと、18歳か

ら22歳の中には学生さんもいらっしゃって、社会的な訓練を受けていない方が結構事故を

経験される方が多いという可能性もあるわけですね。だから、そういう意味で、資料の４

－１だけ見て、では、年齢が本当に基幹的なものなのかと言えるのかどうかは、専門的な、

経済学にいう、阻害要因のようなものを排除できる仕組みというものも統計上はきちんと
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あるので、そういうものを精査して、年齢が本当に絶対的な要因だということを証明して

いただかないと、資料の４－１とか４－２からは、本当に年齢が基幹的だということは言

えないのではないかと思います。 

 資料４－２もそうで、実際に何か公平な無過失事故件数などというものを使って客観的

に出されようとされているようです。ただし、年齢が高くなれば基本的には保有台数は増

える。結婚や家族ができれば２台も３台も持つということがあって、そこで低くなる可能

性もあるわけですね。そういう意味で、本当に統計学的な精査を経た上での資料でもって、

年齢要件が絶対的なものであるということを立証していただかないと、これは弱いのでは

ないかというのが私の感想です。 

○大田議長 今、２つ資料に関して御意見がありましたが、いかがでしょうか。 

○井上交通局長 資料４－１と４－２で年齢が絶対的な因果関係を占めるといいますか、

事故が低減する要因になっているのかというより厳密な立証、証明は必要ではないかとい

う御意見については、真摯に受けとめたいと思います。 

 おっしゃるとおり、この資料４－１と４－２、実はこの資料４－１のデータを見ながら、

私ども自身もなぜ18歳なり19歳で免許を取ったばかりの人というのはこんなに事故が多い

のかという疑問はもちろん持ちまして、御指摘にもございましたけれども、18歳で免許を

すぐ取る方というのはそれだけ自動車なりをすぐ利用する必要性のある、例えば地方に住

まわれている方などが多いのではないか、そういった要因、要は利用実態の違いによって

事故率の違いが出ているのではないかということを排除するために、この４－２という稼

働量といいますか、これは実際の走行距離にほぼ近似していると扱うことのできる値で割

るような形で実走行キロ当たりの事故率に近いものを導きだそうという努力はしたつもり

でございます。ただ、御指摘のとおり、年齢だけがこの資料４－２の数値の高い低い、多

い少ないを100％決めているとまで証明できるような、おっしゃるような厳密な統計学的

な精査はできておらないというところでございますので、御指摘は真摯に受けとめて今後

努力をしてまいりたいと思います。 

○大田議長 脳科学についてはいかがですか。 

○井上交通局長 脳科学に関する御指摘でございます。論文の内容については、森下先生

から御指摘があったとおりでございまして、残念ながら私どもは脳科学の専門家ではござ

いませんので、日本における脳科学の分野の専門家の方にお尋ねをいたしまして、きょう

の御説明の内容もその脳科学でそれなりの見識をお持ちの方にも確認をいただいた上で御

説明はさせていただいているのでございますけれども、さらに研究をする必要があろうか

というように認識をいたしました。 

○大田議長 原委員、お願いします。 

○原委員 ありがとうございます。 

 今の御説明を聞いて、規制は合理的な根拠を持ってつくらないといけないわけでありま

して、これから真摯に考え直さないといけませんとか、さらに専門的に勉強してみたいと
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思いますというようなことを根拠にしてこの年齢の制限を一切撤廃することができません

というのは、あり得ないのではないかと思いました。 

 今のこの資料４－１、４－２について、髙橋先生が言われたように、これは参考になら

ないのではないかというのは全くそのとおりだと思いました。その上で、先ほど森下先生

が言われた高齢者との比較に関して、今、警察庁さんではどう比較をされているのか。こ

の若年層と高齢のドライバーで事故の比率、これは多分免許の保有者の数で割ってしまっ

たらだめなのだろうと思うのです。高齢者の場合、運転されていない方も多いのだと思い

ますので、稼働との関係で見たときにどちらが危ないと判断されているのかを教えていた

だければというのが一つです。 

 もう一つ質問なのですけれども、資料５のところで各国との比較をお示しいただいてお

ります。日本と同じようなスタイルのものもありますということでしたが、一方で、そう

ではなくてこのアメリカの幾つかの州の場合、年齢が低くてもできますという制度もある

わけですが、こういった場合について実際に事故が多いのでしょうか。それをどうごらん

になっているのか教えていただければと思います。 

○大田議長 お願いします。 

○郷治運転免許課長 お答えいたします。 

 最後の御質問についてお答えいたしますが、まず資料５の外国の免許制度、それぞれ多

くの先進国がバスの運転につきまして、21歳以上という年齢要件をアメリカも含めまして

設けているということを示す資料でございます。これのバスの事故などのデータにつきま

しては、ちょうど先ほど御説明しましたとおり、タクシー関係の普通第二種免許の規制改

革実施計画に記載されました改革の検討を鋭意進めているところでございまして、これと

関連いたしまして、今、外国の事故の状況等についても調べるべく調査依頼を出して調査

しているところでございます。 

 これらのデータにつきまして、いずれも資料４－１、４－２というのは、これは私ども

が保有しております事故データあるいは免許保有者のデータから導いておりまして、それ

ぞれこの棒グラフ一本一本が事故率になっておるのでありますが、そのもとになっている

それぞれの件数というものは何千何万という件数が入ってございまして、そういう意味で

は、日本の交通事故なり、日本のこの年代の運転免許保有者全体についてあらわしている

データでございますので、一つの説得力があるものと考えております。ここで示されてい

るような相関というものは論拠が足りないのではないかという御指摘ではございますが、

逆にこういうものを脇に置いておいて緩和したときに安全だということはなかなか説明し

がたいということを御説明しておるところでございます。 

 資料６につきましても、私どもは複数の専門家の方にお伺いした話をこの緑の枠の中に

書かせていただいているところでございまして、この右下のモデル図は、森下先生の御指

摘のとおりアメリカの犯罪の関係の論文に書かれているものでございますが、その論文の

中でこのモデルは有用なものであるということを言っているのだよということを、日本で
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私どもがお伺いした専門家の方に御紹介をいただき引用しているものでございまして、こ

の緑の中にあるものは論文に書いてあるだけではなくて、関係の専門家に共通する見解だ

とお伺いしております。森下先生にも今後また教えていただきながら勉強してまいりたい

と思いますが、こういったものを脇に置いておいて議論を進めることは難しいと考えてお

りますので、御説明申し上げた次第でございます。 

○大田議長 高齢者との比較はいかがですか。 

○郷治運転免許課長 稼働量当たりの高齢者の比較というのは、今後検討していきたいと

思っております。今、手持ち資料はございません。恐れ入ります。 

○大田議長 山本大臣、どうぞ。 

○山本大臣 私は別のところでEBPMを徹底しなければいけないという仕事をやっているわ

けです。そのために統計改革を全面的にやろうといって取り組んでいるわけであります。

そのときに、今、おっしゃったように根拠のない政策決定などをしてもらっては困るので、

統計というのは、髙橋委員がおっしゃったように、このようなものは経済学でやればわか

る分析であって、いろいろな要素を入れて分析すれば、どれが一番大きく影響しているの

かがわかるわけです。そういう分析をきちんとした上で説明しなければ、そのようなもの

は根拠がないわけです。だから、これはちょうどいい。EBPMのケースとして使って本当に

そうなのかということはやってみるとおもしろいなと思って、これから統計の専門家に相

談してみたいと思います。それぐらいやらなければ統計の専門家から批判されますよ。大

体日本の役人というのは棒グラフ程度のレベルしかないけれども、それではだめだという

ことを私は言っているところなので、これは徹底的にやらなければいけないと思います。 

○大田議長 今の大臣の御意見に関して、何かありますでしょうか。 

○井上交通局長 御指摘を踏まえて、しかるべき検討はさせていただく必要があると考え

ております。 

○大田議長 それでは、江田委員、金丸議長代理、お願いします。 

○江田委員 今、年齢のお話が焦点に当たっているわけですけれども、運転がうまい人、

うまくない人、世の中にいると思います。年齢以外にも何かあるのではないかと思うので

すが、これは技能で審査することが難しい理由は何なのでしょうか。 

○大田議長 これに関連して、私からもつけ加えて質問したいのですが、緊急自動車に関

しましては、内閣府令で定めるところによって国家公安委員会が行う審査、これは必要な

技能に関するものですけれども、これに合格した者については21歳に満たない場合であっ

ても緊急自動車の運転が認められるということがございます。つまり、年齢で輪切りでは

なくて、必要な技能をしっかりと見ることが重要なのではないかと思いますが、いかがで

しょうか。 

○郷治運転免許課長 お答えいたします。 

 技能につきましては、私どもの資料２にございますとおり、かなり厳しい要件で、大型

トラックを運転できる大型免許をとる際の運転免許試験よりもさらに旅客自動車を運転す
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ることを想定した厳しい試験項目や採点基準を設けまして、また、試験を受ける前の教習

におきましても、相当な訓練を課している次第でございます。技能については、しっかり

とできるだけ適切に大型バスを運転するに値する者を見るように努めているところでござ

います。 

 ただし、先ほども御説明申し上げましたように、運転に影響するものというのは、その

人の技能も大きいと思いますけれども、そのほかにもいっときの試験環境だけでは見切れ

ないような、例えばバスであれば乗客からいろいろ聞かれたり、雨が降ったり、いろいろ

な環境でも定時運行というものが求められますから、おくれそうなのだけれども早くして

くれないかとか、そういったマルチタスクにその都度適切に、安全に運転していくことが

大事なのだということに集中して安全な運転を続けるという能力が求められるわけでござ

います。こうした脳の発達が必要な能力については、今、これを個別具体に評価したり、

あるいは訓練によって高めるという科学的な手法が確立されておらず、また、目途もつい

ていないと専門の方々からお伺いしているということでございます。その点が難しいと考

えておるところでございます。 

○大田議長 技能に関しては今もよく見ておられるのだと思うのですが、一定の年齢以下

を排除するのではなくて、必要な技能をきちんと調べる、例えばマルチタスクが必要であ

るというのが脳科学の成果であるのならば、マルチタスクに関する検査を行えばいいわけ

ですね。つまり、技能や、マルチタスクの検査をしっかりと通過すれば、21歳未満はだめ

という年齢による輪切りはしなくてもいいのではないということが質問です。 

○郷治運転免許課長 失礼いたしました。緊急自動車の審査の例を挙げて御質問をいただ

いたわけでございますが、私ども、この大型第二種の制度の中でも御紹介しておりますよ

うに、３年の経験年数の要件につきましては、これは一定の教習を行って、その３年とい

うものに対して２年でもいいということになるような特例を既に設けておりまして、特に

普通第二種免許でも同じような要件と特例がございますが、これについてはさらにもっと

緩和できないかということで、その教育の内容を見直せないかという研究をことし予算を

とって進めようとしているところでございます。そういうことで、経験なり研修を積むこ

とによって高まる技能については、そういう技能の訓練を積み増すことによって、緩和を

している現行の特例もございますし、また、工夫できる部分についてはしていこうという

ことで検討を進めておるわけでございます。いかんせん、マルチタスクに対応するための

脳の発達について、現在これを高めるという訓練の方法はないと伺っているところでござ

います。 

○大田議長 山本大臣、お願いします。 

○山本大臣 行かなければいけないので、一言発言いたします。 

 私が政治家になったときに、運転手で最初についた人は二十歳ぐらいだったのですが、

その子のテクニックは最高でした。 

 つまり、若い子で早く車の免許を取りたいという子は、そういう車が好きな子が結構多
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いと思うのです。それに対して物すごく情熱を持って、いつも運転している、そういう若

者は結構いるのではないですか。むしろそちらのほうがテクニックは相当上ではないかと

いう気がすることもありますけれどもね。 

（山本大臣、松本副大臣、長坂大臣政務官退室） 

○大田議長 今の点、いかがですか。 

○井上交通局長 確かにただいま大臣がおっしゃったとおり、運転技量についても当然個

人差はあろうかと思いますけれども、そういったものだけでなくて、先ほど資料で統計学

的にどうかという御指摘はいただきましたけれども、年齢が上がるに従って事故を起こす

確率が低下しているというデータや、先ほどの脳科学の知見等を踏まえれば、高度の安全

性が求められる大型第二種免許の要件としては、一定以上の資質を有するということが確

からしい者に資格要件を限定する必要が一方であるのではないかと考えておるところでご

ざいます。 

○大田議長 金丸議長代理、お願いします。 

○金丸議長代理 ありがとうございます。 

 冒頭の御説明は、熱意を持ってこういう規制を担当されているのだなということは伝わ

ったのですが、きょうの反論の論点は示されているデータによるものと脳科学という分野、

これが大きな２点だったと思うのです。 

 私はデータのほうはともかく脳科学が出てきたので、これはこういうことだったら仕方

がないなと思ったら、森下先生がこの論文は違うものを対象にしているとおっしゃったの

で、そうすると、脳科学のところは森下先生にもっと今後も御検討していただければいい

と思いました。合計値と平均値を見ていると経営を誤るということをずっと申し上げて経

営コンサルをやってまいった立場で申し上げますと、このデータは、トレンドは示してい

ても何も意思決定できないデータだと私は思います。そういう意味で山本大臣の持ってい

らっしゃる統計学チームがおありなので、私もそのチームに参画をして、このデータのと

ころについてはもっと科学的に皆さんが納得できるようなデータとしてお示しをいただけ

るようなことを引き続きやっていただきたい。決してこのデータのところを先ほど触れら

れた脇に置くということでなくて、これを正面に持ってきて、そこを分析させていただき

たいと思いました。 

 以上です。 

○大田議長 森下委員、お願いします。 

○森下委員 追加で、脳科学のところなのですけれども、この論文の中は運転の話は出て

こないですね。それから、申しわけないですけれども、先ほどもまさに御説明があったよ

うに、自動車の運転を正しくはかるような方法はないのですね。にもかかわらず、それが

事実のように書いてある。欲求や衝動を制御する働きというのは確かにそのとおりなので

すが、これはファクトなのだけれども、自動車の運転等のマルチタスクにどこまで欲求や

衝動が絡むか、またこれもはっきりしない。だから、推測と事実がまじったようなお話が
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一つになるのはよくないのではないか。確かに言われているうちの半分ぐらいは合ってい

るので、もうちょっと正確に書いていただければ、これをもとに年齢をというのは無理が

あると思うので、一般論としてこういう御説明をされるのは構わないと思いますけれども、

そこはちゃんとされたほうがいいのではないか。 

 視点を変えて、私が思うに、これは前会議体でタクシーの運転のときも同じような議論

をしたと思うのですけれども、そのときも非常に高齢者の事故率が高いということが出て

いたと思うのです。これから先、人口が減少して働き手が減る中で、今の公共システム、

タクシー、バスを含めて、これは維持しなければいけない。でも、維持するための人が足

りなくなるわけですね。足りなくなったときに、高齢者の部分を伸ばすのか、若年者のほ

うにまで引き下げていくのか。要するに、最低限の維持する人数は必要だと思うのです。

では、そこをどこから確保するのかということを考えたときに、かたくなに年齢を輪切り

でだめだと言い続けると維持できなくなるのではないか。そこに高齢者の方を入れるとい

うのは、今後の高齢化と認知症、もう既に800万人を超えていますから、その状況を考える

と無理があると思うのです。だから、将来的に最低限の公共システムを維持するという観

点を考えたときに、果たして今のかたくなに年齢でだめだと言い続けることで維持できる

のかどうか。ここは本当に考えてほしいと思うのです。 

 女性の方がまだ少ないので女性の進出ももちろんありでしょうけれども、それもほかの

分野の方も必要としているので、要するに、全職種で人を取り合いしている環境の中で、

果たして本当にかたくなに年齢制限を維持したときに、公共システムが破綻をしないのか

という危惧を感じるのです。そこまで考えられて、これは絶対的なものではありませんか

ら、相対的な危険性を判断されて、本当に今の年齢要件を維持しなければいけないのかど

うかというのも考えていただきたいと思います。 

○大田議長 私から最後になりますが、幾つか質問させていただきます。 

 バスの輸送人員は横ばいなのですけれども、大型二種の免許保有者は減少傾向にありま

すので、事故が多いというのは運転手１人当たりの負荷が重くなっているということも理

由のではないかと。事故を防止するためにも、もちろん一定の訓練のもとですけれども、

若手運転手をふやせるような制度改革が必要ではないか。これが１点目の質問です。 

 それから、経験年数の要件の例外としてバスの添乗員として２年の経験を評価するとい

うものがございましたが、それでしたら、みちのりホールディングスさんが提案しておら

れる研修制度ですね。ここにしっかりと要件を課すことでカバーできるのではないか。こ

れが２点目の質問です。 

 ３点目は、前の規制改革会議の閣議決定事項２、自動車技術の進展等を踏まえての要件

の検討ですが、この２に関しては、平成28年度検討開始となっていますが、これまで具体

的にどういう検討をしてくださっているのか。この３点をお教えいただければと思います。 

○郷治運転免許課長 お答え申し上げます。 

 まず、資料10に触れていただきましたので、これについてお答え申し上げます。②の教
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育で緩和するという現行制度、これの利用実態をこの概要という真ん中のところの４ポツ

目、５ポツ目あたりに書いてございますが、普通第二種免許に係る旅客自動車教習所は全

国で141カ所指定されているのですが、一昨年27年中の修了者が63人、昨年28年度中の修了

者が71人ということで、多いのか少ないのかということはありますが、そこそこ利用され

ているということでございます。この教育の中身をもう少し工夫してもっと経験年数の緩

和ができるのかどうかということについて、今、予算をとって検討中ということでござい

ます。 

 この上の事業用バスの大型第二種免許に係る旅客自動車教習所、これは全国で38カ所指

定されてございまして、都内にも数カ所ございますが、これに関しては利用が大変少ない。

おととしはゼロ人、昨年１人だということで、こういうものを利用していただいて人手不

足に対応していただくなりということの工夫は、もっと事業者なりあるいは私ども監督官

庁とも連携しておりますけれども、そういったところに工夫していただく余地があるのか

と考えております。 

 この①のバスの添乗員につきましては、私どもが調べたところ、ここ３年ではこの要件

で経験年数の緩和の特例を受けて大型第二種免許あるいは普通第二種免許を取られた方は

いないということでございますが、大田先生の御指摘のとおり、この②の教育で大型バス

を運転するために必要な大型第二種免許についても、今、やっている教育の内容を工夫し

て経験年数の緩和ができないかということは検討してまいりたいと考えているところでご

ざいます。 

 昨年の実施計画の記載を受けまして、年齢に関する検討の状況ということでございます

が、一つには、この資料４－１と４－２のように、４－１のそれぞれの経験年数で一番最

初に免許を取れる経験年数に当たる年齢の18歳なり19歳の方の事故率が非常に高いという

ことが何なのかということは私どもの大変疑問に思っておりましたので、先ほども御説明

しましたとおり、ほかの稼働量に関する研究の成果なども踏まえまして４－２というもの

をつくってみるなどの統計の分析は進めておりますので、今後とも本日いただいた御指摘

なども踏まえながら、統計に関する検討もしていきたいと考えております。 

 先ほど申し上げましたとおり、外国の状況に関する調査も鋭意進めておりますので、そ

ういったものも進めてまいりたいと考えております。 

 私ども、決して年齢を頑なにと考えているわけではございませんが、本日お示ししたよ

うないろいろな資料を脇に置くか正面に置くかは別として、こういうものを踏まえて検討

していかなければなかなか説明しがたいと考えているわけでございまして、一方で、事業

者や監督官庁とも連携して経験年数など緩和できる目途がありそうなものについては検討

を進めていくこと等について全くやぶさかではございませんし、そういう姿勢で今後とも

取り組んでまいりたいと考えております。 

○大田議長 ありがとうございます。 

 きょう出されましたように、本当に21歳未満であればだめなのか、高齢者はいいのか、
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人手不足のなかでこういうことをかたくなにやっていると公共交通の基盤が失われるので

はないかという私どもの懸念は十分に受けとめていただきたいと思います。運転に必要な

技能は何であるのか、本当に年齢なのかというところを真摯にお考えいただきたいと思い

ます。実際にきょうの御説明の中では、私としては十分な説得力を感じることができませ

んでした。委員から出たようにデータそのものの分析は説得力が弱いと思いますし、大型

二種免許は高度な技能が必要だから21歳以上ということですが、緊急車両の場合はもっと

高度な技能が必要となります。公共交通を支えるという観点からも年齢要件の見直しを引

き続き御検討いただきたいと思います。私どももこの問題を引き続き検討してまいります。 

 きょうはお忙しいところ、警察庁のお二方にはおいでいただきましてありがとうござい

ました。 

（警察庁退室） 

○大田議長 それでは、議題３「規制改革ホットラインについて」に進みます。 

 事務局から御説明をお願いいたします。 

○渡邉参事官 簡潔に御説明申し上げます。 

 資料３－１がホットラインの運用状況でございますけれども、こちらはデータでござい

ますので、ごらんのとおりでございます。 

 資料３－２は各ワーキング・グループ等で更に精査・検討を要する提案事項の案でござ

いますけれども、２月分の提案事項につきましてホットライン対策チームで御議論いただ

きまして、その結果、チームの案として更に精査・検討を要すると認めたものがこれらの

事項でございます。投資等ワーキング・グループ関連11件、本会議関連２件ということで

「△」と「◎」を付けてございます。 

 事務局からは以上でございます。 

○大田議長 それでは、今の御説明に関して、御意見、御質問はございますでしょうか。

よろしいですか。 

 以上により、本日の議事は終了いたしました。 

 事務局から何かございますでしょうか。 

○佐脇参事官 次回の会議日程は、後日事務局から御連絡いたします。 

○大田議長 それでは、時間が延長しまして申しわけありません。これで本日の会議を終

了いたします。 

 


